
全体構想・実施計画書の見直しについて
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現行の全体構想（P30） 変更案

＜過去の確認や広域の指標とされる生物が住め
る環境の再生＞

Ⅱ．過去に確認された当該区域の固有かつ多様な
生き物や、関東全域における生態系ネット
ワークの指標種（コウノトリ）が住めるよう
な環境の再生を目指すものとする。

変更

変更
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１．全体構想の見直し

協議会に提示

協議会の意見を反映

＜過去に確認された生物やコウノトリが住める
環境の再生＞

協議会に提示し了承



・太郎右衛門自然再生地を含む荒川流域や
利根川・江戸川流域で、関東地域におけ
る生態系ネットワークの形成を図るため、
コウノトリを指標種とした自然再生が広
域的に取り組まれている。追加
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現行の全体構想（P33） 変更案

１．全体構想の見直し

協議会に提示し了承

一部見直し

・荒川流域や利根川・江戸川流域で、関東
地域における生態系ネットワークの形成
を図るため、コウノトリを指標種とした
自然再生が広域的に取り組まれており、
太郎右衛門自然再生地でも同様の取り組
みが望まれる。

※「課題」としての文章となるよう表現を修正



・荒川水系河川整備計画では、流域住民や
関係機関と連携し、コウノトリ等を指標
としたエコロジカルネットワーク形成の
ための整備を推進し、また地域の活性化
を推進するとされている。

追加
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現行の全体構想（P34） 変更案

１．全体構想の見直し

協議会に提示し了承

一部見直し

・荒川水系河川整備計画では、流域住民や
関係機関と連携し、コウノトリ等を指標
としたエコロジカルネットワーク形成の
ための整備を推進し、また地域の活性化
を推進するとされているため、これに整
合する取り組みを進める。

※「目標」としての文章となるよう表現を修正



追加

○特に、生物多様性および自然性の高い湿
地環境の拡大と共に、多くの都市住民に
荒川太郎右衛門自然再生地の魅力を最大
限にアピールするために、コウノトリの
生息及びサクラソウ群落の成立を自然再
生の総合的なシンボルとして設定する。
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現行の実施計画書 変更案

２．実施計画書の見直し

協議会に提示

協議会の意見を反映

○特に、生物多様性および自然性の高い湿
地環境の拡大と共に、荒川太郎右衛門自
然再生地の魅力を最大限にアピールする
ために、コウノトリの生息及びサクラソ
ウ群落の成立を自然再生の総合的なシン
ボルとして設定する。



参考：自然再生推進法の手続き

環境省_自然再生推進法のあらまし～パンフレット～ （平成27年3月改訂版）より

自然再生専門家会議資料より

・実施計画の策定に際しては、全体構想書・実施計
画を主務大臣（環境省、国土交通省、農林水産省）
及び県知事（埼玉県）に送付し、主務大臣は専門家
の助言を受けることになっています。

・専門家は、主務大臣に意見を述べて、主務大臣そ
の結果を受けて、助言を行うことになっています。

・協議会では助言を受けて、追加の検討を行い、回
答することになると考えられます。そのため、手続
きに時間がかかることが予想されます。

・全体構想の策定は、協議会が作成すればよく、そ
の他の必要な手続きは明記されていません。

・荒川太郎右衛門地区自然再生事業は、全体構想書
を一度改定した実績があります。
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○変更目的（１）～社会情勢の変化への対応（太郎右衛門地区に期待される役割の増大）～
• 関東地方では、平成27年3月に「関東地域におけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク

形成」の基本構想をまとめ、その取り組みが行われているほか、千葉県野田市では人工増殖・放鳥など
の事業が行われています。

• 平成28年3月策定の荒川水系河川整備計画でも、流域住民や関係機関と連携し、コウノトリ等を指標と
したエコロジカルネットワーク形成のための整備を推進し、また地域の活性化を推進するとされていま
す。

• 平成18年5月に改定版の全体構想が作成された太郎右衛門地区の自然再生事業は、現在の枠組みでは当
地区のスケールの生態系を念頭に置いた目標設定をしていますが、荒川中流域の広大な面積において湿
地再生に取り組む事業として、コウノトリの生息環境再生に期待される役割は大きくなっていることか
ら、これを明確に位置づけておくことが望ましいと考えられます。

○変更目的（２） ～協議会の求心力と発信力の強化～
• 太郎右衛門地区の自然再生協議会は、今後の維持管理に向けて、新たな参画者を必要とする局面にあり

ます。
• しかし、現在の取り組みにおける目標は生態学的な知見に基づいて設定していますが、広く社会にア

ピールするには弱い面があります。
• また、現在の協議会委員の意識として、取り組みの意義をより大きく・高く捉えて行きたいという思い

が強くなっています。
• このため、現在の目標の総合的なシンボルとしてコウノトリやサクラソウ群落を設定することで、協議

会内部の求心力を高めるとともに、対外的な発信力を強化することが望ましいと考えられます。

参考：全体構想・実施計画書の変更目的



参考：全体構想・実施計画書の見直しに伴う対応方針

○下池の河畔林整備地の掘削高は外来種の侵入がなく、河畔林の保全・再生に適し
た高さで設定しており、目的外での変更は対外的に説明できない。

○実施計画で対応できる内容の案

→ 河畔林の保全・再生のための掘削は、土砂堆積や植生遷移による堆積の進行、
水位の変動などを想定し、決定した高さ（A.P.+9.4m）を基本として、長期
的に河畔林の保全・再生が可能となるようにある程度の幅（深くする方向）
を持たせて実施する。

→ 河畔林の保全・再生を対象とした掘削などの整備により、湿性の河畔林環境
が拡大し、目標種のミドリシジミの生息範囲の拡大に加えて、他の湿地性の
種、高次の消費者、広域に活動する生物が利用可能な場が創出されることが
期待できます。

○モトDへ洪水流入によって生じた水面を長期間維持できるようにすることで、コウノトリを呼びたいとの意見もだされ
た。
→ 上池の整備については、自然再生目的の国費を投入済みであり、追加の予算確保は困難である。

予算のかからない方法で、対応する必要がある。
→ 荒川上流河川事務所では上池の整備はできないため、例えば以下のような方法で対応することが考えられます。

【対応方針の例】
・資金の確保（寄付等）を行い、協議会として、追加の工事を実施する。
・協議会委員の労働力で対応する。
・イベント等で労働力を集めて、自然再生事業の一つとして実施する。 等

下池河畔林の保全・再生

上池整備地

【参考：試験掘削地の設定状況】

1.5回/年発生する水位はA.P.+9.8m程度

平均水位はA.P.+9.4m程度

最低水位はA.P.+8.9m程度

中段のA.P.+9.4mで決定
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